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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
八
号 

平
成
二
十
七
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

第
一

番 苦
情

番
号 

平
成
二
十
七

年
九
月
十
五

日 

 

苦
情
申
立
日 

匿
名 

 

苦
情
申
立
人

（
匿
名
） 

（
調
達
機
関
名
） 

埼
玉
県
立
進
修
館

高
等
学
校 

（
特
定
役
務
名
） 

埼
玉
県
立
進
修
館

高
等
学
校
環
境
整

備
業
務
委
託 

苦
情
に
係
る
調
達

機
関
の
名
称
及
び

調
達
を
行
っ
た
物

品
等
又
は
特
定
役

務
の
名
称 

申
立
人
に
対

し
て
入
札
保

証
金
の
納
付

を
条
件
と
す

る
こ
と
は
違

法
で
あ
り
、

調
達
の
再
審

査
を
求
め
る

も
の 

 

苦
情
の
概
要 

苦
情
申
立
日

が
、
政
府
調

達
に
係
る
苦

情
の
処
理
手

続
に
定
め
る

申
出
の
期
間

（
十
日
）
を

過
ぎ
て
い
る

た
め
却
下
し

た 苦
情
処
理
状

況
の
概
要 

な
し 

そ
の
他

必
要
な

事
項 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
狭
山
市
駅
前
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
一
丁
目
十
八
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
松
本
ビ
ル 

代
表
取
締
役 
松
本
和
子 

埼
玉
県
狭
山
市
富
士
見
一
―
三
千
三
百
六
十
五
―
八 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
松
本
ビ
ル 

代
表
取
締
役 

松
本
時
良 

埼
玉
県
狭
山
市
富
士
見
一
―
三
千
三
百
六
十
五
―
八 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

西
友
狭
山
市
駅
前
店 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
一
丁
目
十
八
番
一
号 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者 

 

の
氏
名 

株
式
会
社
松
本
ビ
ル 

代
表
取
締
役 

松
本
時
良 

埼
玉
県
狭
山
市
富
士
見
一
―
三
千
三
百
六
十
五
―
八 

三 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
三
条
第
一
項
に
定

め
る
基
準
面
積
以
下
と
な
っ
た
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ワ
チ
薬
品
南
桜
井
店 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
新
宿
新
田
字
西
之
宮
三
百
二
十
一
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
二
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
五
台 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
七
月
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
三
―
三
八
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
堀
米
字
城
北
四
百
六
十
一
番
九 

外
二
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
八
百
四
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
川
口
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

川
口
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

川
口
都
市
計
画
下
水
道
事
業
川
口
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
三
十
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
号
で
告
示
し
た
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

東
松
山
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
松
山
市
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
六
年
三
月
二
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 

 
 

 
 

 
 

千
四
百
六
十
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号
、
昭
和
五
十
三 

 
 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
七
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
六 

 
 

 
 

 
 

号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
千
五
百
二
十
一
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号
、
昭 

 
 

 
 

 
 

和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

 
 

八
百
二
十
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

 
 

示
第
三
百
二
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉 

 
 

 
 

 
 

県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
号
及
び
平
成
二 

 
 

 
 

 
 

十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
七
号
の
事
業
地
に
、
東
松
山
市
大
字
東
松
山 

 
 

 
 

 
 

字
藤
曲
及
び
字
仲
田
町
の
各
一
部
を
加
え
た
区
域
と
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 



 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 

 
 

 
 

 
 

千
四
百
六
十
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号
、
昭
和
五
十
三 

 
 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
七
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
六 

 
 

 
 

 
 

号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
千
五
百
二
十
一
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号
、
昭 

 
 

 
 

 
 

和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

 
 

八
百
二
十
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

 
 

示
第
三
百
二
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉 

 

 
 

 
 

 
 

県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
号
及
び
平
成
二 

 
 

 
 

 
 

十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
七
号
の
事
業
地
に
、
東
松
山
市
大
字
東
松
山 

 
 

 
 

 
 

字
藤
曲
及
び
字
仲
田
町
の
各
一
部
を
加
え
た
区
域
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
五
号
で
告
示
し
た
北
本
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

北
本
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

北
本
都
市
計
画
下
水
道
事
業
北
本
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
八
月
二
十
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
八
号
で
告
示
し
た
草
加
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

八
潮
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

草
加
都
市
計
画
下
水
道
事
業
八
潮
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
九
月
二
十
七
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
五
十

三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
七
号
で
告
示
し
た
蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

蓮
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
蓮
田
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
三
年
十
月
二
十
四
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
三
号
で
告
示
し
た
越
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

吉
川
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

越
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
吉
川
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
三
年
十
月
十
一
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
六

十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

宮
代
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
宮
代
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
六
十
年
十
月
二
十
九
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号
で
告
示
し
た
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

杉
戸
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
杉
戸
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
六
年
九
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二 

 
 

 

百
四
十
一
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
九 

 
 

 

百
八
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
二
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百 

 
 

 

三
十
二
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

五
十
一
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

三
百
七
十
三
号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
十
号
、
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
四
百
三
十
号
の
事
業
地
に
杉
戸
町
内
田
四
丁
目
、
大
字
屏
風
を
加
え
、
大
字
深
輪
地
内 

 
 

 

に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
一
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称 

 
 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
六
十
番
三
号 

 
 

株
式
会
社
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ス 

二 

取
消
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日 

  



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ 

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

飯 

塚 
 

 

孝 



 

   

南
古
谷
停
車
場
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
並
木
字
中
田
二
三
九
番
六
地

先
か
ら
同
市
大
字
並
木
字
中
田
二
四
二
番
三
地

先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。
） 

   

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

交
通
安
全
対
策
事
業
に
よ
る
。 

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四

十
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域
の
一
部
供

用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
六
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
一
二
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
七
〇
〇
六
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
山
ケ
谷
戸
字
中
町
五
十
八
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
青
木
百
三
十
三
番
地
九 

 
 

岡
田 

悟 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

 



 

第
一
〇
五
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平

成

二

十

七

年 
十
一
月
十
一
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
三
島
九
百
二

十
番
一
先
か
ら
埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字

一
楽
二
千
九
十
六
番
三
先
ま
で 

 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
三
島
九
百
八

十
九
番
一
先
か
ら
埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊

草
字
堤
外
蔵
主
千
八
百
四
十
六
番
二
先
ま
で 

 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
三
島
八
百
九

十
三
番
五
先
か
ら
埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊

草
字
三
島
九
百
七
十
一
番
五
先
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
百
七
十
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル 

  

二
百
四
十
三
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル 

  

二
百
十
四
・
〇
〇
メ

ー
ト
ル 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

   

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

   

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
六
八
三
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
三
三
八
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
金
剛
寺
千
二
十
三
番
四
、
千
二
十
五
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
千
二
十
三
番
地 

野
口 
雅
弘 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
平
成
二
十
七
年
十
二
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 

 
 

 



告  示 

埼玉県公安委員会告示第237号                                                  

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の32の２第１項の規定により認定した者から、

運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）第７条第１項

の規定に基づく変更の届出があったので、同条第２項の規定により公示する。 

  平成27年11月17日 

                     埼玉県公安委員会委員長 阿 部 理 一 郎   

施設の名称 変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

深谷自動車教習所 代表者の氏名 田中 明 加藤 努 

レインボーモータースクール 代表者の氏名 永田 春記 佐竹 正規 

埼玉県自動車学校 

代表者の氏名 鈴木 美孝 金子 展明 

東松山自動車学校 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
三
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

一 

日
時 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

ア 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

イ 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

ウ 

そ
の
他 
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